
８　市たばこ税
（１）調定状況

（２）たばこ売上げ本数の月別比較
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（単位：本）

令和元年度

旧3級品以外 旧3級品

5,563,377 177,080 5,563,377 5,862,290 6,188,636 6,009,513

5,756,009 171,660 5,756,009 5,868,616 5,926,790 5,933,328

5,992,900 175,240 5,992,900 5,876,294 5,820,058 6,167,696

5,953,998 178,920 5,953,998 6,130,530 6,084,016 6,156,251

5,896,195 177,480 5,896,195 6,298,955 6,094,474 6,214,509

6,462,442 184,700 6,462,442 5,991,479 6,057,588 6,702,054

6,298,183 124,060 6,298,183 7,877,846 6,128,064 5,972,861

5,882,481 3,840 5,882,481 4,329,572 5,854,277 5,947,877

5,648,089 1,140 5,648,089 5,493,062 5,947,756 5,699,555

6,009,259 3,900 6,009,259 5,784,736 6,417,585 5,958,946

5,502,015 0 5,502,015 5,275,807 5,373,817 5,258,449

5,653,584 0 5,653,584 5,190,685 5,283,159 5,399,882

70,618,532 1,198,020 70,618,532 69,979,872 71,176,220 71,420,921

※旧3級品は令和元年10月の税率の改正以降は旧3級品以外と同じ税率のため、令和2年度以降は旧3級品以外と旧3級
品を区別しない。

年度 税率（1,000本につき） 調定額（円）
課税標準

（売上げ本数）

令
和
元

旧3級品以外 5,692 401,960,672 70,618,532 

旧3級品 4,000 5,692 4,873,188 1,198,020 

令
和
２

5692 6,122 415,169,880 70,700,824 

令
和
３

6122 6,552 441,173,007 69,979,872 

令
和
４

6,552 466,395,027 71,176,220 

令
和
５

6,552 467,949,855 71,420,921 

※平成29年4月、平成30年4月、平成30年10月、令和元年10月（旧3級品のみ）、令和2年10月に税率の改正あり。年度中の改正の場合、税率欄中の左に
改正前、右に改正後の税率を記載。
※旧3級品は令和元年10月の税率の改正以降は旧3級品以外と同じ税率のため、令和2年度以降は旧3級品以外と旧3級品を区別しない。
※令和元年度の調定額には手持品課税の66,083円を含み、課税標準（売上げ本数）には手持品課税の38,132本を含まない。
※令和2年度の調定額には手持品課税の1,501,368円を含み、課税標準（売上げ本数）には手持品課税の3,491,586本を含まない。
※令和3年度の調定額には手持品課税の1,543,340円を含み、課税標準（売上げ本数）には手持品課税の3,589,193本を含まない。
※令和4年度の調定額には手持品課税の48,455円を含み、課税標準（売上げ本数）には手持品課税の112,688本を含まない。
※令和5年度の手持品課税の調定額は0円。

月 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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